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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ダボ穴を形成した側板を備えた家具類におけるワイヤラック類の取付構造であって、両側
面と底面で嵌合部と嵌合部開口を区画形成した断面凹形の本体を有し、本体底面にピンを
植設した横向きブラケットと、両側面と底面で嵌合部と嵌合部開口を区画形成した断面凹
形の本体を有し、本体の一方の側面にピンを植設した上向きブラケットと、両辺と底辺か
ら成るコ字形バーとを備え、一の側板のダボ穴に横向きブラケットのピンを挿入して該側
板に該横向きブラケットを取り付け、一の側板の他のダボ穴に上向きブラケットのピンを
挿入して該上向きブラケットを側板に取り付け、一の側板に対向する他の側板のダボ穴に
横向きブラケットのピンを挿入して側板に該横向きブラケットを取り付け、他の側板の他
のダボ穴に上向きブラケットのピンを挿入して該側板に上向きブラケットを取り付け、コ
字形バーの一辺を一の側板に取り付けた横向きブラケットと上向きブラケットの嵌合部に
掛止し、コ字形バーの他の辺を他の側板に取り付けた横向きブラケットと上向きブラケッ
トの嵌合部に掛止し、該コ字形バーにワイヤラック類を吊り下げるようにしたことを特徴
とするワイヤラック類の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はダボ穴を形成した側板を備えた壁面収納庫等の家具類におけるワイヤラックや
ワイヤベース等のワイヤラック類の取付構造に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　壁面収納庫では、例えば特開２０００－２４８７３５号公報に開示されているように、
側板に多数のダボ穴を縦方向に等間隔で穿設して前後２列のダボ穴縦列を形成し、前列と
後列の同じ高さ位置にあるダボ穴にダボを装着し、このダボで棚板を支持するようにした
ものが実用に供されている。
【特許文献１】特開２０００－２４８７３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記した従来の家具や壁面収納庫にあっては側板のダボ穴を利用して棚板だけでなく、
ワイヤラックやワイヤベース等のワイヤラック類を取り付けることができれば、壁面収納
庫としての使い勝手が大きく向上する。
【０００４】
　本発明はかかる点に鑑み、ダボ穴を形成した側板を備えた壁面収納庫等の家具類に簡単
にワイヤラック類を取り付けることができ、その使い勝手を向上させることができるワイ
ヤラック類の取付構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明はダボ穴を形成した側板を備えた家具類におけるワイヤラック類
の取付構造であって、両側面と底面で嵌合部と嵌合部開口を区画形成した断面凹形の本体
を有し、本体底面にピンを植設した横向きブラケットと、両側面と底面で嵌合部と嵌合部
開口を区画形成した断面凹形の本体を有し、本体の一方の側面にピンを植設した上向きブ
ラケットと、両辺と底辺から成るコ字形バーとを備え、一の側板のダボ穴に横向きブラケ
ットのピンを挿入して該側板に該横向きブラケットを取り付け、一の側板の他のダボ穴に
上向きブラケットのピンを挿入して該上向きブラケットを側板に取り付け、一の側板に対
向する他の側板のダボ穴に横向きブラケットのピンを挿入して側板に該横向きブラケット
を取り付け、他の側板の他のダボ穴に上向きブラケットのピンを挿入して該側板に上向き
ブラケットを取り付け、コ字形バーの一辺を一の側板に取り付けた横向きブラケットと上
向きブラケットの嵌合部に掛止し、コ字形バーの他の辺を他の側板に取り付けた横向きブ
ラケットと上向きブラケットの嵌合部に掛止し、該コ字形バーにワイヤラック類を吊り下
げるようにしたことを特徴とするワイヤラック類の取付構造。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係るワイヤラック類取付構造は、ダボ穴を利用して対面する側板のそれぞれに
横向きブラケットと上向きブラケットを取り付け、コ字形バーの一辺を一方の側板に取り
付けたブラケットに掛止し、コ字形バーの他の辺を他方の側板に取り付けたブラケットに
掛止して、コ字形バーを両側板間に装着し、装着したコ字形バーにワイヤラック類を吊り
下げる。
　本発明によれば、横向きブラケットと上向きブラケットのピンをダボ穴に挿入して側板
に装着し、装着したブラケットの嵌合部に開口からコ字形バーを掛止するたけの簡単な作
業でワイヤラック類の家具類への取付が可能となる。
　ブラケットは側板に装着したとき開口が横向きとなるものと上向きとなるものの２種類
を用意し、一枚の側板に２種類のブラケットを装着するので、コ字形バーの掛止作業が容
易になると共に、開口の向きが違うのでブラケットの嵌合部からの脱落を確実に防止でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　両側面と底面で嵌合部と嵌合部開口を区画形成した断面凹形の本体を有し、本体底面に
ピンを植設した横向きブラケットと、両側面と底面で嵌合部と嵌合部開口を区画形成した
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断面凹形の本体を有し、本体の一方の側面にピンを植設した上向きブラケットと、両辺と
底辺から成るコ字形バーとを備え、側板に前後２列のダボ穴縦列の縦列を形成し、一の側
板の前側ダボ穴縦列のダボ穴に横向きブラケットのピンを挿入して該側板に該横向きブラ
ケットを取り付け、一の側板の後側ダボ穴縦列のダボ穴のうち横向きブラケットを取り付
けたダボ穴と同じ高さのダボ穴に上向きブラケットのピンを挿入して該上向きブラケット
を側板に取り付け、一の側板に対向する他の側板の前側ダボ穴縦列のダボ穴に横向きブラ
ケットのピンを挿入して側板に該横向きブラケットを取り付け、他の側板の後側ダボ穴縦
列のダボ穴のうち横向きブラケットを取り付けたダボ穴と同じ高さのダボ穴に上向きブラ
ケットのピンを挿入して該側板に上向きブラケットを取り付け、コ字形バーの一辺を一の
側板に取り付けた横向きブラケットと上向きブラケットの嵌合部に掛止し、コ字形バーの
他の辺を他の側板に取り付けた横向きブラケットと上向きブラケットの嵌合部に掛止し、
該コ字形バーにワイヤラック類を吊り下る。
【実施例】
【０００８】
　以下に本発明の実施例を図面に基づき説明するに、図１には本発明の一実施例に係るワ
イヤラック類の取付構造を備えた壁面収納庫が示されている。当該壁面収納庫１０は４枚
の側板１１と３枚の天板１２、適宜枚数の棚板１３を備え，側板１１の上端部に天板１２
が金具１４で連結され、各側板１１がＬ字形ブラケット１５で、後壁１６と床面１７に固
定されている。両端の側板１１と側壁１８間にはスペーサー１９が介装されている。
【０００９】
　各側板１１の前縁と後縁には多数のダボ穴２０が等間隔で縦一列に形成されている。棚
板１３はダボ穴２０の前側縦列と後側縦列の同じ高さのダボ穴２０にダボを装着し、この
ダボで支持することにより側板１１間に架設されている。
【００１０】
　壁面収納庫１０には３枚目の側板１１と４枚目の側板１１及び上から２枚目の棚板１３
によってワイヤラック用スペースが区画され、該スペースにワイヤラック２２とワイヤベ
ース２１が取り付けられている。図２にこれらのワイヤラック２１とワイヤベース２２を
取り付けるためのワイヤラック類取付構造を拡大して図示する。当該ワイヤラック類取付
構造は横向きブラケット２３、上向きブラケット２４、コ字形バー２５から構成される。
【００１１】
　図３に示すように、横向きブラケット２３は両側面２３ａと底面２３ｂで嵌合部２３ｃ
と嵌合部開口２３ｄを区画形成した断面凹形の本体を有し、本体底面２３ｂにピン２３ｅ
が植設されている。
【００１２】
　図４に示すように、上向きブラケット２４は両側面２４ａと底面２４ｂで嵌合部２４ｃ
と嵌合部開口２４ｄを区画形成した断面凹形の本体を有し、本体の一側面２４ａにピン２
４ｅが植設されている。
【００１３】
　コ字形バー２５は両辺２５ａと底辺２５ｂから成り、両辺２５ａの間隔は両側板１１の
間隔より若干短く設定され、両辺２５ａの先端部２５ｃが外側に折り曲げられている。コ
字形バー２５はバネ材で作製され、両辺２５ａを内側へ撓ませることができる。
【００１４】
　横向きブラケット２３、上向きブラケット２４、コ字形バー２５の構造は以上の通りで
あって、図２に示すように、一方の側板１１の前側縦列のダボ穴２０の一つに横向きブラ
ケット２３のピン２３ｅを挿入してブラケット２３を側板１１に装着し、後側縦列のダボ
穴２０のうち横向きブラケット２３を装着したと同じ高さのダボ穴２０に上向きブラケッ
ト２４のピン２４ｅを挿入してブラケット２４を側板１１に装着する。同様にして、一方
の側板１１に対面する他方の側板１１における前側縦列のダボ穴２０に横向きブラケット
２３のピン２３ｅを挿入し、後側縦列のダボ穴２０に上向きブラケット２４のピン２４ｅ
を挿入して、両ブラケット２３，２４を他方の側板１１に装着する。そして、コ字形バー
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２５の両辺２５ａの基端部を上向きブラケット２４の上向きの開口２４ｄから嵌合部２４
ｃに掛止し、ついで、両辺２５ａを内側に撓めてその間隔を縮めながら両辺２５ａの先端
部を横向きブラケット２３の横向き開口２３ｄから嵌合部２３ｃに掛止する。
【００１５】
　計４個のブラケット２３，２４で側板１１間に取り付けたコ字形バー２５にワイヤラッ
ク２１のフック部を掛止してワイヤラック２１をコ字形バー２５から吊り下げる。同様に
してワイヤベース２２のフック部をコ字形バー２５に掛止してワイヤバー２２を吊り下げ
る。
【００１６】
　本実施例に係るワイヤラック類取付構造は、横向きブラケット２３と上向きブラケット
２４のピン２３ｅ，２４ｅをダボ穴２０に挿入して側板１１に装着し、装着したブラケッ
ト２３，２４の嵌合部２３ｃ，２４ｃに開口２３ｄ，２４ｄからコ字形バー２５を掛止す
るたけの簡単な作業でワイヤラック類２１，２２の壁面収納庫１０への取付が可能となる
。
【００１７】
　ブラケット２３，２４は側板１１に装着したとき嵌合部２３ｃ，２４ｃの開口２３ｄ，
２４ｄが横向きとなるものと上向きとなるものの２種類を用意し、一枚の側板１１に２種
類のブラケット２３，２４を装着するので、コ字形バー２５の掛止作業が容易になると共
に、開口２３ｄ，２４ｄの向きが違うためブラケット２３，２４の嵌合部２３ｃ，２４ｃ
からの脱落を確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施例に係るワイヤラック類の取付構造を備えた壁面収納庫を示す斜視
図である。
【図２】同ワイヤラック類取付構造を模式的に示す説明図である。
【図３】同ワイヤラック類の取付構造に使用される横向きブラケットを示す斜視図である
。
【図４】同ワイヤラック類の取付構造に使用される上向きブラケットを示す斜視図である
【符号の説明】
【００１９】
１０…壁面収納庫、１１…側板、１２…天板、１３…棚板、２０…ダボ穴、２１…ワイヤ
ラック、２２…ワイヤベース、２３…横向きブラケット、２４…上向きブラケット、２５
…コ字形バー、２３ｃ，２４ｃ…嵌合部、２３ｄ，２４ｄ…開口、２３ｅ，２４ｅ…ピン
。
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